
 

物 件 調 書 

旧太田警察署署長公舎敷地 

  

予定価格 １１，０００，０００円 

所 在 及 び 地 番 常陸太田市木崎二町字木崎下１７３４番１ 

住 居 表 示 （旧住居表示）常陸太田市木崎二町１７３４番１ 

面 積 （実測面積）  ４４４．３４㎡ （登記簿面積）   ４４４．３４㎡ 

地 目 及 び 形 状 地 目 宅地 形 状 整形な角地 

建 築 基 準 法 

の 道 路 要 件 

【東側】 市道４００５号線   建築基準法第４２条第１項第１号道路に該当 

【南側】 市道４０１４号線   建築基準法第４２条第２項道路に該当 

接 面 道 路 の 

幅 員 及 び 構 造 等 

【東側】 市道４００５号線（幅員約６．０ｍ）と幅約４ｍの橋で接する。アスファルト舗装 

【南側】 市道４０１４号線（幅員約２．５ｍ）と約２４ｍ接する。アスファルト舗装 

※県有地幅約０．８ｍ分（地番１７３４－７）は平成２３年１１月に常陸太田市に

寄附済み  

法

令

等

の

制

限 

都市 計画 区域 市街化区域 

用 途 地 域 近隣商業地域 

指 定 建 ぺ い 率 ８０％ 指 定 容 積 率 ２００％ 

そ の 他 の 制 限 常陸太田市立地適正化計画（居住誘導区域） 

私 道 の 負 担 等 

に 関 す る 事 項 
負 担 の 有 無 無 負 担 の 内 容 ― 

電気 ・水道 ・ガスの 

供給施設及び排水 

施 設 の 整 備 状 況 

 事  業  所  名 電 話 番 号 

電 気 有 東京電力パワーグリッド（株） ０１２０－９９５－００７ 

上 水 道 有 常陸太田市上下水道部上水道課 
０２９４－７２－３１１１ 

（内線５０５） 

下 水 道 有 常陸太田市上下水道部下水道課 
０２９４－７２－３１１１ 

（内線５２２） 

都市ガス 無 ― ― 

周 囲 の 施 設 等 

（ 道 路 距 離 ） 

・ＪＲ水郡線「常陸太田駅」、約４００ｍ（徒歩約５分） 

・常陸太田市立太田小学校、約１,９００ｍ（徒歩約２４分） 

・常陸太田市立太田中学校、約２,４００ｍ（徒歩約３０分） 

・常陸太田駅前郵便局、約２２０ｍ（徒歩約３分） 

・常陽銀行太田支店、約４００ｍ（徒歩約５分） 

・太田県立自然公園、約１,８００ｍ（徒歩約２３分） 

 

物件番号 随契-３ 



参 
 

考 
 

事 
 

項 

【道路・橋について】 
〇敷地南側の市道４０１４号線（幅員約２．５ｍ）は、建築基準法第４２条２項道路です。セットバックの必
要がありますが、平成２３年１１月に、県有地敷地である幅約０．８ｍ分を分筆（地番１７３４－７）して常
陸太田市に寄附しています。これがセットバック分にあたるかは、常陸太田市と協議してください。 

〇敷地入口の橋について 
  ・敷地東側は水路に接しています。 
・敷地に入るための橋（幅約４ｍ）は、水路の整備をした際に常陸太田市が建て替えたものではありますが、
建て替え前の橋が敷地所有者の所有であるため、現在の橋は敷地購入者に所有権が移転されます。 
・日常の管理及び修繕等は、購入者が行うことになります。また、橋の利用のためには、市に水路を通
過する占用許可の申請をする必要があり、占用料が発生します。 
・詳細は、常陸太田市建設部建設課、都市計画課、建築住宅課等に問い合わせてください。 

【インフラ関係】 
○上水道は、国道３４９号（敷地西側）に、口径７５ｍｍの本管が敷設されており、市道４０１４号線を通っ
て敷地内へは口径２０ｍｍが引き込まれており、止水栓が残置されキャップ止めされています。 

〇下水道（汚水）は分流式です。敷地内汚水ますから市道４０１４号線（敷地南側）に、口径２００ｍｍの本
管に接続されています。汚水ますはキャップ止めされています。 

〇下水道（雨水）は敷設されていません。雨水排水は浸透式で、敷地内の排水は排水溝を通して排除さ
れ、地下に浸透させています。 
・上水道・下水道についての詳細は、常陸太田市上下水道部上水道課・下水道課に問い合わせてください。 

【残置物について】 
〇敷地内南西端に、止水栓、量水器、散水栓が残置されています。 
〇敷地内南東端に、汚水ますが残置されています。 
〇敷地南側、東側に土留擁壁が残置されています。 
〇木杭、ロープ、土のうが残置されています。 
【越境について】 
〇敷地北側において、茨城県のブロック塀撤去後の基礎（土留）及びブロック塀が、隣接地（１７３５-１）に
越境しています。東端が約８ｃｍの幅で、細長い三角形の形で越境しています。 

 ・これは、東端部が隣接地（１７３５-１）のブロック塀に接合されており、撤去すると隣接地（１７３５-１）の
ブロック塀に影響すること、また、基礎部分は、隣接地（１７３５-１）の土留の役割もしていることから、ブ
ロック塀解体時に残置したものです。 

 ・この越境物については、県と隣接者において、茨城県が境界付近において構築物の工事を行う場合
は、自己の責任と負担において越境部分を撤去する旨の覚書を締結しており、県有地の買主は県の立
場を継承することとなります。 

 ・買主は、隣接者と十分な話し合いを行い、対応してください。 
〇敷地南西の角の部分で、県の土留擁壁が１７３４－６に約１０ｃｍ越境しています。将来この越境物の
撤去等にあたっては、隣接者と協議を行って合意を得てください。覚書は取り交わしてはいません。 

【建築物等の制限】 
〇立地適正化計画にもとづく居住誘導区域に指定されています。 
 ・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活
サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 
・詳細は、常陸太田市建設部都市計画課にお問い合わせください。 

〇地区計画の地域には指定されていません。 
【その他の区域等】 
○「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」に該当する施設を整備する場合は、常陸太田市建設部建築住宅課、
保健福祉部等と協議をしてください。 

○防火地域及び準防火地域には指定されていません。 
〇土砂災害警戒区域には指定されていません。 
〇洪水浸水想定区域（０．５ｍ～３．０ｍ）に想定されています。 
○周知の埋蔵文化財包蔵地には該当していませんので、工事等に際して、文化財保護法第93条に関す
る届出の提出は不要です。 

【その他特記事項】 
〇電柱は、本柱が１本敷地内に存在します。 
○署長公舎は、令和６年９月に解体されました。 
○測量は、令和７年１月に実施されており、契約に係る面積となります。面積の変更及び変更に伴う履行
の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求または契約の解除は一切できません。 

※上記は、当該土地に関する制限等を網羅するものではありません。 
※一般競争入札に参加申込みをするにあたって、想定している土地の利活用や建物の建築が可能であ
るか等について、またその他詳細は、常陸太田市建設部都市計画課、建築住宅課、建設課、県北県民
センター（建築指導課）等に問い合わせください。 

＜その他の特記事項＞ 
・本物件は、土留擁壁、木杭、ロープ、土のう等を含む現状有姿による売払いです。 
・本物件の測量成果簿及び図面等一式並びに境界立会書等は、購入者であっても提供いたしません。 
・所有権移転登記は、県が嘱託します。 
・契約に要する印紙税、所有権移転登記に要する登録免許税は、購入者の負担となります。 
・購入後に不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税があります。 



 

【案内図】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区画図】 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真①】              【写真②】 
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